
北九州市監査公表第２８号 

  平成３０年１１月１４日 

北九州市監査委員  井 上   勲 

同         廣 瀨 隆 明 

同         香 月 耕 治 

同         福 島   司 

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。

１ 監査の種類

定期監査 

２ 措置を講じた局

産業経済局

３ 監査の期間

平成２９年１１月１０日から平成３０年５月２９日まで

４ 監査公表の時期                           

平成３０年７月３１日（平成３０年監査公表第２０号）



５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）産業経済局 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 収入事務 

（ア）駐車場使用料等の事務処理につ

いて 

（総合農事センター）  

出口料金精算機で現金等を回収して

いる駐車場使用料について、回収金と

つり銭準備金の正しい仕分けが行われ

ないまま調定事務を行っていたため、

調定金額が誤ったものになっていた。 

また、駐車場有料回数券について、

在庫確認をしていないものや、使用済

回数券は再利用できるにもかかわらず

管理体制が不備なもの、があった。 

 駐車場使用料の事務処理について、

業務マニュアルやリスクマネジメント

シートが作成されているが、その内容

が不十分だった。 

 地方自治法施行令では、歳入の調定

は、当該歳入について、納入すべき金

額等を誤っていないかどうかその他法

令又は契約に違反する事実がないかど

うかを調査しなければならないとされ

ている。また、市会計規則及び物品管

理要領では、所管に属する物品を適正

かつ効率的に管理し、常にその使用状

況を把握しておかなければならず、台

帳等関係帳簿を正確に整備し、常に関

係帳簿と照合・検査しておくこととさ

れている。 

 作成した業務マニュアルやリスクマ

 今回の指摘を受け、出口料金精算機

については、精算にかかる手順を整備

し、平成３０年１月２４日から毎日閉

園時に、回収金、つり銭準備金につい

て正確に仕分けを行い、調定金額に誤

りが無いように事務処理を行った。 

 駐車場有料回数券については、平成

３０年１月末から、在庫数の確認と帳

簿との照合を行った。また、回収した

回数券は再利用ができるものの再利用

の際の誤作動を考慮して平成３０年３

月にすべて処分した。 

業務マニュアルやリスクマネジメン

トシートは、正確な仕分けを行えるよ

う出口料金精算機の精算手順を平成３

０年１月に改正した。また、平成３０

年２月２０日の事務改善会議で職員に

周知徹底を図った。 

平成３０年度からの指定管理者制度

の導入に伴い、出口料金精算機と駐車

場回数券は指定管理者の管理となった

が、移管の際に、出口料金精算機の精

算手順や駐車場回数券の管理について

引継ぎ指導を行った。 

今後とも、正確な事務処理を行うた

め、指定管理者に対し情報提供や指導



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ネジメントシートは、業務の質の確保

などを図るため、絶えず見直しやリス

クポイントの洗い出しを行い、着実に

改善策や回避策を実行する必要がある

とされている。 

適正な事務処理をされたい。 

なお、平成３０年度から指定管理者

制度が導入されており、適切な運用が

なされるよう業務の引継ぎや指導を行

われたい。 

及び定期的な確認を行っていく。 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

イ 契約事務 

（ア）委託業務の契約手続きについて 

  （東部農政事務所） 

 農林施設に対する除草、浚渫等の緊

急対応委託業務において、業務履行年

度に支出の原因となるべき契約その他

の行為（以下、「支出負担行為」とい

う。）の手続を行わず、翌年度になっ

て支出負担行為を行い、支出していた

ものがあった。また、当該業務につい

ては、業務マニュアルがミスのない事

務処理が可能な内容で作成されていな

かった。 

 地方自治法では、支出負担行為は、

法令又は予算の定めるところに従い、

これをしなければならないと定められ

ており、各会計年度における歳出は、

その年度の歳入をもってこれに充てな

ければならないとされている。また、

同法施行令では、相手方の行為の完了

があった後支出するものは、当該行為

の履行があった日の属する年度を歳出

の会計年度とするとされている。 

 適正な事務処理をされたい。 

なお、平成２７年度定期監査におい

ても、西部農政事務所で同様の案件が

指摘されており、事務改善にあたって

は、組織全体で情報を共有し再発防止

に努められたい。 

前回の指摘（平成２７年度定期監査

）を受け、当事務所での根本的な対策

が遅れたものの、平成２９年５月から

は従来の管理方法に加え、「受付管理

簿」を整備し、業務の進捗及び予算の

管理を徹底することとした。 

また、業務マニュアルに関しては、

平成２９年３月に委託業務の精算時期

について明記した。 

今回の指摘を受け、制度面での恒久

的措置として、平成３０年４月１日よ

り、産業経済局農林水産部（農林課、

東部・西部農政事務所）において、部

内共通の「農林環境整備事業（緊急工

事）執行要領」を定め、再発防止対策

を講じた。また、業務マニュアルに関

しても、平成３０年３月には予算の管

理方法について追記している。 

今後、同様の間違いが生じないよう

に、平成３０年６月１２日、所内関係

職員全員に対し、今回の指摘事項及び

適正な事務処理について周知徹底を図

るとともに、同年６月２７日、農林課

及び東部・西部農政事務所の関係職員

全員と再発防止に向けた意見交換を行

い組織全体で情報を共有し、今回の指

摘事項及び適正な事務処理について周

知徹底を図った。 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ウ その他 

（ア）公の施設の指定管理業務につい

て 

（門司港レトロ課）  

 今回の監査において、北九州市旧九

州鉄道本社（九州鉄道記念館）の維持

管理・運営を委託している九州鉄道記

念館運営共同企業体について、経理関

係書類の保存管理及び経理処理におい

て不適切な事案が見られた。 

 所管課は、これまで指定管理者であ

る当該共同企業体に対して、経理関係

書類の保管状況及び経理事務の処理状

況の確認を行っておらず、その実態を

把握していなかった。 

「北九州市旧九州鉄道本社の管理運

営に関する基本協定書」では、本業務

及び経理状況等に関し業務報告書に基

づく確認のほか、「経理等事務処理に

係るモニタリング実施項目」に基づき

、書類による確認、又は実地に調査す

ることができるとされている。 

また、市指定管理者制度ガイドライ

ンにおける「経理等事務処理に係るモ

ニタリング実施項目」のチェックポイ

ントでは、経理書類（会計帳簿、通帳

、請求書、決裁書、領収書等）の整備

・保管状況について、確認を行うこと

とされている。 

適正な事務処理をされたい。 

なお、今回の指摘を踏まえ、指定管

理に係る経理事務が適正に実施される

指摘された点については、次のとお

りモニタリング実施方法を変更し、経

理書類の保管状況や経理事務の処理状

況を確認する等の改善措置を行った。 

指定管理者に対する経理モニタリン

グの実施頻度を年１回から毎月実施と

した。 

また、ガイドラインにおいて一部目

視によりその他は口頭確認によるとさ

れていたものをすべて目視による確認

方法へ変更することとした。 

こうしたモニタリング実施方法の変

更は、経理モニタリング実施項目（標

準例）に反映させて北九州市旧九州鉄

道本社（九州鉄道記念館）独自の様式

として改訂し、恒久的な措置としての

取組を図った。 

また、指定管理業務に携わる課内職

員に対して、指摘内容の周知を行い、

同様の事例が発生しないよう経理モニ

タリング実施方法の見直し等の措置状

況の共有化を図った。 

その結果として、その他の指定管理

者に対する経理モニタリングについて

も、平成３０年度より実施頻度を年１

回から年４回へ見直すこととした。 

以上の取組により、所管課として指

定管理者が行う経理事務のチェック体



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

よう、有効な確認方法等について検討

し、協定書の見直しも含め、必要な措

置を講じることが望まれる。 

制を強化し、経理処理の不備や問題点

を早期に発見・是正指示ができる体制

づくりを図った。 

≪局全体の対応について≫ 

局全体として、定期監査後局内幹部

会において、今回の指摘事項等につい

て周知徹底した。 

 また、平成３０年８月２９日に会計

事務研修会を開催し、指摘事項等につ

いて周知するとともに、「監査で指摘

を受けないための必見マニュアル」な

どを活用して、再発防止に向けた事務

処理の確認等を行った。 


